
うつくしいまち当別6

投票区 投票所 該当の行政区

第 1
当別赤れんが６号

（ふれあい倉庫）
幸町、弥生、錦町、末広、
美里、栄町、下川町

第 2
総合保健福祉センター

（ゆとろ）
白樺町、北栄町、西町

第 3 当別小学校
旭町、万代町、元町、緑町、
東町、春日町、樺戸町

第 4 六軒町会館 六軒町

第 5 弁華別中学校
弁華別、茂平沢、
みどり野、（自衛隊）

第 6 中小屋会館 中小屋

第 7 金沢会館 金沢

第 8 東裏地域会館 東裏

第 9 南部地域会館 蕨岱町

第 10 対雁会館 対雁

第 11 川下会館 川下右岸、川下左岸

第 12
西当別
コミュニティーセンター

太美北、太美東、太美中央、
太美西、太美南、当別太

第 13 西当別中学校
太美寿、太美スターライト、
獅子内、スウェーデンヒルズ

第 14 高岡会館 高岡

第 15 若葉町会館 若葉

▼入場券 ▼投票所一覧

▼期日前投票

▼不在者投票

▼選挙公報

▼ポスター掲示場

　有権者一人ひとりに郵送します。入場券には、選挙名、
有権者の氏名や投票場所が記載されていますので、投票当
日や期日前投票をする時には、忘れずに持参してください。
　今月は 2 週連続で選挙が行われます。入場券の選挙名を
確認して、投票所に来ていただくようお願いします。

　選挙日当日に仕事などのため、投票所で投票できない
方は、選挙期日前であっても、投票日と同じく投票用紙
を直接投票箱に入れ投票することができます。

　選挙人名簿登録地（当別町）以外の選挙管理委員会や病
院、老人ホームなどで行う投票などは、不在者投票となり
ます。また、身体に重度の障がいがある方は、郵便等によ
る不在者投票も可能ですので、お問い合わせください。

　選挙公報は、候補者自身の政治姿勢や政治信条などが
記載されています。町内会の協力で全戸配布しますが、
役場庁舎と太美出張所にも備えています。

　町内各所に立候補者のポスター掲示板を設置します。
掲示板の破損や倒壊を発見したときは、町選挙管理委員
会にご連絡ください。

第 23 回
参議院議員通常選挙

▼公示日　7 月 4 日（木）

▼投票日　7 月 21 日（日）

　時　間　午前 7 時～午後 8 時

▼期日前投票期間　

　　　　　7 月 5 日（金）

　　　　　～ 7 月 20 日（土）

　時　間　午前 8 時 30 分～午後 8 時　

　場　所　役場 1 階大会議室

▼開　票　7 月 21 日（日）

　時　間　午後 9 時 15 分～　

　場　所　町総合体育館（白樺町）

▼問合せ　町選挙管理委員会事務局

　　　　　（☎ 23 － 2330）

※公職選挙法の規定により、告示の日前 10 日ま
でに町議会議員に欠員がある場合には、町長選挙
に併せて、町議会議員補欠選挙を行います。

▼投票日　7 月 28 日（日）

　時　間　午前 7 時～午後 8 時

▼期日前投票期間　

　7 月 24 日（水）～ 7 月 27 日（土）

　時　間　午前 8 時 30 分～午後 8 時　

　場　所　役場 1 階大会議室

▼開　票　7 月 28 日（日）

　時　間　午後 9 時 15 分～　

　場　所　町総合体育館（白樺町）

▼問合せ　町選挙管理委員会事務局

　　　　　（☎ 23 － 2330）

当別町長選挙

参議院議員通常選挙は 16 日間に対して、町長選挙は 4 日間であり、期間に大きな差があ

ります。

参議院議員通常選挙は、転出後も当別町の選挙人名簿に登載されていれば当別町におい

て投票することができますが、町長選挙は転出をした段階で投票ができなくなります。

仮に参議院議員通常選挙と当別町長選挙が同日になると、先に国政選挙である参議院議

員通常選挙から開票することになります。このため、町長選挙の開票及び確定は大幅に

ずれ込むことが予想されます。

国政選挙である参議院議員通常選挙と地方選挙である町長選挙には、大まかに以下の違いがあります。

・期日前投票ができる期間の違い…

・投 票 に 要 す る 要 件 の 違 い…

・慣例により国政選挙からの開票…

（無投票が決定した時点で無効になります）

（無投票が決定した場合は配布しません）

（両選挙ともに投票所は変わりません）

▼告示日　7 月 23 日（火）


